　
保護者様
大阪市立東粉浜小学校
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    校　　長　　　西川　祐子
台風接近等に伴う措置について

　台風接近等非常災害時の措置について、お知らせいたします。

　各ご家庭、保護者の皆様におかれましては、今後とも、テレビ等の情報に注意して、お子様の安全確保に努めていただきますようお願いいたします。
記

	非常災害時の措置について

1． 午前７時の時点で、大阪市に『暴風警報』が発令されているときには、臨時休業と

します。

2． 「暴風警報以外の警報（大雨警報等）」の発令により、校長の判断で臨時休業また

は、校時変更の措置をとる場合、できるだけ速やかに正門前に掲示します。併せて、

緊急メールで配信します。

3． 午前７時現在、JR大阪環状線、及び大阪市営地下鉄（ニュートラムを含む）の
双方が全面運休している場合、学校を休業します。




　　・　登校したものの、状況の変化によってはやむなく授業を途中で打ち切り下校する場合や、学校で保護待機をする場合があります。保護者の皆様におかれましては、日々お子様に所在をはっきり知らせておいていただき、いつでも学校から連絡が
	★いきいき活動

○　学校のある日に、学校が休みになった時は、いきいき活動は中止します。
○  学校が休みの日に、朝９時までに暴風雨警報が大阪に出た時は、いきいき活動は中止します。
○　いきいき活動中に警報が出た時は、いきいき活動を即中止して、帰宅させます。


とれるようご留意のほどお願いいたします。
